
1 新型コロナワクチン接種の実施期間の延長
　令和4年9月30日（金）までとされていた新型コロナワクチン接種の実施期間が、令和5年3月31日（金）まで延長さ
れました。接種を希望する人は、引き続き無料で接種が受けられます。

2 オミクロン株対応ワクチン接種
　令和4年10月から、市内医療機関における12歳以上に対する3回目以降の接種にはオミクロン株対応ワクチンを
使用します。
　従来のワクチンと比較した場合の有効性については、オミクロン株の成分が含まれるため、従来ワクチンを上回
る重症化予防効果があることが期待されるとともに、オミクロン株に対する感染予防効果や発症予防効果も期待さ
れています。
　対象となる人は、接種のご検討をお願いします。
国のオミクロン株対応ワクチン接種の方針（今後の国の方針により変更となる可能性あり）
対象者 初回接種（1・2回目接種）を完了し、前回接種から5か月以上が経過した12歳以上の人
回数 1回
費用 全額公費（無料）
使用
ワクチン

前回接種に用いたワクチンの種類にかかわらず、オミクロン株（BA.1）と従来株に対応した2価ワク
チン（ファイザー社製又はモデルナ社製ワクチン）を使用する。※モデルナ社製ワクチンは18歳以上

■接種券について
　3回目又は4回目接種用の接種券を既に発送した人のうち、未接種の人はお手元にある接種券をそのままご使用
ください。オミクロン株対応ワクチン接種開始に伴う新しい接種券の再発送は行いませんのでご注意ください。
　既に従来のワクチンで4回目接種が完了している人は、4回目接種から5か月が経過する頃に5回目用接種券を発
送する予定です。なお、接種券の発送状況は次の表をご確認ください。
※接種券を紛失した場合は、コールセンター（☎0120-558-053）に電話するか保健センターに直接お越しください。

区分
対象者

発送状況
接種状況 年齢等

3回目用
接種券

2回目接種から
5か月以上経過 12歳以上 2回目接種日が令和4年4月末までの人

は発送済み（その後も順次発送予定）

4回目用
接種券

3回目接種から
5か月以上経過

60歳以上 3回目接種日が令和4年4月末までの人
は発送済み（その後も順次発送予定）

18歳以上60歳未満で、次のいずれかに該当する人
1. 初回接種時に基礎疾患を有するとして接種券の
優先発送を受けた人
2. 精神障害者保健福祉手帳を所持している又は自
立支援医療で「重度かつ継続」に該当する人
3.療育手帳を所持している人
4. 基礎疾患等を有する又は医療従事者等に該当す
るとして4回目用接種券の発券申請を行った人

3回目接種日が令和4年4月末までの人
は発送済み（その後も順次発送予定）

上記のいずれにも該当しない12歳以上の人
新たに4回目接種の対象になったた
め、9月下旬以降、3回目接種日が
早い人から順に発送します。

5回目用
接種券 従来のワクチンを使用した4回目接種から5か月以上経過した人 4回目接種日から5か月経過する時期

に発送予定

■予約方法
　接種は、次のいずれかの方法で予約できます。予約の際は、お手元に接種券をご用意ください。
※65歳以上の高齢者（昭和33年4月1日以前に生まれた人）は、市で接種日時・会場を指定した「新型コロナワクチ
ン接種予約指定票」を接種券に同封して発送するため、予約不要です（キャンセルや変更をする場合は、必ず東松山
市新型コロナワクチン接種コールセンター（☎0120-558-053）にご連絡ください）。なお、既に接種券を発送して
いる人への予約の再指定は行いません。

インターネットで予約する 電話で予約する 窓口で予約する

接種予約サイトにアクセスする。
※前回接種の予約で使用した
マイページは引き続き利用で
きます。
※パスワードを忘れた又はログインできな
い人は、コールセンターにご連絡ください。

東松山市新型コロナワクチン接種コールセンターに電話する。

☎0120-558-053 ※通話料は発生しません。
受付：午前8時30分～午後5時（土・日曜日、祝日を含む）
お掛け間違いが多くなっています。番号をよくお確かめの上
お掛けください。

保健センターに来所する。
所在地：材木町2-36
受付：平日午前8時30分
～午後5時
※接種券を持参してくだ
さい。

3 初回接種（1・2回目接種）
　初回接種（1・2回目接種）については、引き続き従来のワクチンを使用します。
　初回接種を希望する人は、保健センター（☎24-3921）に電話するか直接お越しください。

4 小児（5～11歳）接種
■小児接種の努力義務化
　小児接種の有効性・安全性のデータが集積されたことに伴い、令和4年9月6日（火）から、小児接種に努力義務が
適用されました。しかし、努力義務が適用されても接種は義務ではなく、あくまでも本人及び保護者の意思で受け
ていただくことに変わりはありませんので、接種を強制することのないようご注意ください。

■小児の3回目接種
　令和4年9月6日（火）から、小児の3回目接種が受けられるようになりました。
　対象となる人は、接種のご検討をお願いします。
国の小児3回目接種の方針（今後の国の方針により変更となる可能性あり）

対象者 小児の2回目接種を完了してから、5か月以上が経過した5～11歳の人
回数 1回
費用 全額公費（無料）

使用ワクチン 小児用ファイザー社製ワクチン（小児1・2回目接種で使用したものと同ワクチン）を使用する。

■3回目接種券と予約方法
　2回目接種から5か月が経過する人に、9月下旬から順次3回目用接種券を発送します。
　接種予約は接種券が届き次第可能です。予約方法は右記2オミクロン株対応ワクチン接種に記載の予約方法と同
様です。予約の際は、お手元に接種券をご用意ください。

■ワクチンに関するお問合せ
健康推進課☎24-3921 22-7435

埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口　☎0570-033-226（副反応等に係る相談）
受付時間　24時間（土・日曜日、祝日も実施）
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター　☎0120-761-770（フリーダイヤル）
受付時間 午前9時～午後9時（土・日曜日、祝日も実施）
言 語　日本語/英語（English）/中国語（Chinese）/韓国語（Korean）/ポルトガル語（Portuguese）/スペイン語（Spanish）
/タイ語（Thai）午前9時～午後6時/ベトナム語（Vietnamese）午前10時～午後7時

新型コロナウイルス感染症に関する情報
9月16日現在の内容です。内容について変更する場合があります。

新型コロナワクチン接種のお知らせ

日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メール
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https://vaccines.sciseed.jp/higashimatsuyama-covid19/login
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